
羅

纂

大
嘗
宮
の
中
垣
に

就
い
て

出
雲
路
通
次
郎

　
　
　
　
一

　
大
嘗
宮
及
之
に
属
す
る
屋
舎
門
培
養
は
、
貞
槻
儀
式
以

來
、
部
分
的
に
若
干
の
露
量
が
あ
る
が
、
そ
の
大
面
の
廣

裂
は
、
仁
安
度
の
頃
も
爾
雷
同
標
で
あ
っ
た
や
う
で
あ
る

然
る
に
東
山
天
皇
貞
享
の
御
再
興
以
後
は
、
宮
域
の
關
係

等
か
ら
隔
大
な
る
縫
遷
を
生
じ
た
。
勿
論
そ
の
後
仁
孝
天

皇
文
政
度
に
は
、
膳
屋
を
東
西
に
麗
か
れ
、
明
治
四
年
度

に
は
、
廻
立
殿
を
古
の
如
く
正
北
に
復
さ
れ
、
大
正
度
に

は
附
灘
屋
舎
の
増
加
等
の
差
異
は
あ
る
が
、
主
要
な
る
殿

屋
の
配
濫
は
、
貞
享
以
蚕
齢
に
文
政
度
の
例
を
基
礎
こ
せ

　
　
　
第
十
三
巻
　
　
雑
　
鐵
　
　
大
嘗
営
の
中
垣
に
就
て

ら
れ
て
を
る
。
故
に
大
嘗
宮
の
李
面
は
、
大
騰
に
於
て
、
中

絶
以
前
ご
、
再
興
以
後
ε
に
分
つ
こ
ご
が
出
來
る
や
う
で

あ
る
。
今
そ
の
二
様
の
大
膿
を
圓
示
す
る
ご
、
（
圖
に
次
頁
に
あ
り
）

　
か
く
の
如
く
し
最
も
重
要
な
悠
紀
主
基
爾
殿
及
南
北
爾
…

門
は
、
そ
の
爆
裂
大
小
に
大
な
る
攣
遷
は
無
い
が
、
そ
の

他
は
随
分
墾
化
し
て
を
る
。
但
し
こ
の
貞
槻
儀
式
の
野
面

圖
は
大
内
裏
圖
考
誰
に
示
さ
れ
て
あ
り
、
古
事
類
苑
に
も

引
讃
し
て
あ
る
が
、
悠
紀
主
導
里
子
ご
も
に
、
各
南
北
二
門

合
せ
て
四
門
あ
り
こ
し
た
冷
め
、
臼
屋
、
紳
服
柏
棚
、
中
垣

等
皆
そ
の
位
密
蔵
は
距
離
を
誤
っ
て
を
る
。
勿
論
こ
の
南

　
　
　
　
　
　
纂
三
號
　
　
　
五
三
　
（
三
九
五
）



主
一

西
肖

屠
漏
論

ト
」
『

づ
鐸
一

点
絶
院

第
十
三
巻

貞
辮
…
儀
式
大
嘗
宮

　
東
西
聾
　
丈
四
尺

　
南
北
十
五
丈

囲嚥
声
1

獲膿

麓、等

頭　　学

申
恒

エ
墾
牽

甫

蕪
価

嚥甲

盛
膳

所 膳
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1

孫譲
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雑

纂

『
戸
’

　　　　　　　づし

一一→

中
垣

、
a
込

4
戸
W
励
一

　　　轡

初
肖

一
i
I
ふ
T
ー
ー
1

悠
紀
殿

爵
擁ゑ

　
　

東
門

大
嘗
寓
の
中
垣
に
就
て

葭

第
三
號

文
政
度
大
霧
宮

　
東
西
（
柴
垣
）
九
丈

南
北
六
丈

五
四
　
　
（
三
九
六
）



北
爾
門
の
誤
は
、
曾
て
赤
堀
又
次
郎
氏
が
、
．
そ
の
著
「
、
御

即
位
ざ
大
嘗
祭
」
に
指
摘
せ
ら
れ
て
を
つ
て
，
こ
の
誤
ば
、

儀
式
及
延
喜
式
の
楯
矛
敷
設
の
数
ご
兵
庫
寮
に
て
造
る
数

ご
の
封
照
で
明
で
あ
り
、
又
儀
式
の
大
黒
宮
鎭
地
の
儀
の

次
第
に
よ
っ
て
も
知
る
こ
ご
が
出
來
る
。

　
今
儀
式
の
軍
面
圖
に
就
い
て
概
説
す
る
ご
、
悠
紀
主
基

書
院
は
、
中
央
な
る
南
北
の
中
垣
を
以
て
分
ち
、
更
に
そ

の
爾
側
に
中
垣
を
設
け
、
又
爾
院
こ
も
に
東
西
行
の
中
垣

を
立
て
、
そ
の
南
方
の
｝
涯
を
正
殿
の
所
在
こ
し
、
北
方

の
一
旺
を
野
屋
、
柏
棚
、
臼
殿
の
所
在
ご
し
そ
の
外
部

は
す
べ
て
柴
垣
を
以
て
間
み
、
四
方
の
門
に
は
皆
屏
簾
を

立
て
、
、
全
く
帥
聖
な
る
遍
域
内
。
だ
る
こ
ご
を
明
に
せ
ら

れ
て
を
る
。
こ
れ
は
入
省
院
の
龍
尾
上
前
に
堀
場
を
定
め

ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
當
に
然
る
べ
き
こ
ご
、
は
い
へ

極
め
て
嚴
鳶
に
し
て
徹
底
し
た
構
立
で
あ
っ
た
。
殊
に
注

意
す
べ
き
は
、
南
北
中
垣
が
三
重
こ
な
っ
て
を
る
こ
ご
で

あ
る
。
併
し
そ
の
造
営
は
、
全
朧
が
七
日
間
で
竣
功
し
た

　
　
　
第
十
三
春
　
　
維
　
纂
　
　
大
嘗
宮
の
中
垣
に
就
て

の
で
あ
る
か
ら
、
規
模
は
弔
意
で
あ
る
が
、
構
造
は
簡
素

で
あ
っ
た
こ
ご
、
察
せ
ら
れ
る
。

　
然
る
に
貞
享
以
後
の
は
、
皇
居
の
強
震
殿
前
に
構
立
せ

ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
爾
正
殿
を
主
ご
し
て
、
そ
の
他

の
屋
舎
は
便
宜
に
随
は
れ
、
柴
垣
も
止
む
を
得
ざ
る
程
度

こ
せ
ら
れ
た
や
う
に
窺
は
れ
る
。
當
初
は
爾
膳
屋
を
月
花

門
の
傍
に
假
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
牌
鰻
行
立
な
ざ

、
も
、
僅
に
東
西
紳
門
内
の
柴
垣
の
陰
に
於
け
る
假
の
盛
膳

所
か
ら
催
さ
れ
た
の
で
、
上
述
の
如
く
文
政
度
に
至
っ
て

始
め
て
東
西
紳
門
外
に
各
誌
屋
を
興
さ
れ
た
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
は
固
よ
り
止
む
を
得
な
い
こ
ご
で
、
串
す
も
畏

い
こ
と
で
あ
る
。
併
し
こ
～
に
｝
つ
御
再
興
以
來
屡
當
路

有
司
の
考
慮
に
上
っ
た
か
の
や
う
に
窺
は
れ
る
の
は
、
中

垣
の
榊
門
及
言
立
殿
よ
り
正
殿
に
里
心
の
御
道
筋
で
あ

る
。　

　
　
二

囁
近
世
の
大
嘗
宮
は
、
上
圖
の
如
く
南
北
の
中
垣
は
｝
行

　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
五
五
　
（
三
九
七
）



　
　
　
第
十
三
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
大
嘗
宮
の
申
垣
に
就
て

で
、
中
央
に
東
西
に
面
す
る
紳
門
師
鳥
居
が
あ
る
。
然
る

に
こ
の
紳
半
周
は
、
中
垣
の
状
態
が
異
な
っ
て
を
る
ご
共
に

古
の
貞
槻
の
制
の
位
置
と
は
異
な
っ
て
を
る
が
、
何
故
こ

、
に
立
て
ら
れ
だ
か
を
察
す
る
に
。
伏
見
院
御
記
正
癒
元

年
十
一
月
の
條
に

　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

　
入
レ
自
天
嘗
宮
北
鳥
居
並
悠
紀
殿
西
南
鳥
居
一
至
詣
紳
殿
南
階
下
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

又
康
富
記
永
享
二
年
十
一
月
の
條
に

　
御
巫
中
臣
猿
女
忌
部
等
脆
候
一
…
鳥
居
内
｝
主
殿
取
一
松
明
一
候
階
下
一

　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　

　
此
間
西
面
鷲
居
外
立
・
柱
松
糟
出
三
面
南
鳥
居
著
・
左
近
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　
つ

　
忌
握
一
給
次
馳
レ
陣
騨
確
畝
瑚
・
矢
嘗

　
　
　
　
　
　
　
宮
南
鳥
居
柴
扉
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
（
北
山
抄
に
次
開
門
。
笛
つ
中
次
大
忌
親
王
入
レ
自
瓢
西
門
一
大
臣
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ

　
　
下
入
レ
結
綴
門
一
ミ
あ
る
西
門
も
こ
の
中
垣
の
南
方
起
西
面
し

　
　
て
を
る
鳥
居
を
指
し
て
を
る
の
で
あ
ら
う
。
天
仁
記
に
自
㎜

　
　
大
嘗
宮
北
門
一
入
経
昂
悠
紀
殿
酉
三
三
上
一
β
南
面
一
三
巳
藍
簾
一
入

　
　
御
、
こ
あ
る
の
は
、
西
面
の
鳥
居
通
御
の
こ
ミ
を
略
し
た
の
で

　
　
山
の
・
ら
う
。
）

な
ざ
あ
る
所
の
下
面
の
烏
居
を
経
て
、
悠
紀
殿
に
進
み
給

，
一
こ
ご
が
重
要
な
る
典
例
ご
認
め
ら
れ
、
宮
廻
の
關
係
上

　
　
　
　
　
　
　
櫨
が
三
筆
側
　
　
　
五
轟
ハ
　
（
一
二
九
八
）

中
垣
は
一
行
ご
な
っ
た
が
、
な
ほ
そ
の
中
央
に
こ
の
鳥
居

を
立
て
ら
れ
た
も
の
ご
想
は
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
三

　
中
垣
及
そ
の
聯
門
に
伸
う
て
考
ふ
べ
き
は
、
帥
ち
爾
殿

に
進
御
の
御
道
筋
で
あ
る
。
帥
ち
悠
紀
殿
へ
は
こ
の
西
門

を
通
過
し
給
ふ
ご
し
て
、
適
適
殿
の
際
に
は
如
何
に
す
べ

き
か
。
今
貞
山
早
急
因
明
一
度
ま
で
の
御
例
を
窺
う
に
。
凡

左、

ﾌ
三
機
で
あ
る
。

　
ア
、
悠
紀
殿
の
時
の
み
中
門
を
通
御
し
、
主
基
殿
に
は
中
門
の

　
　
通
御
が
無
い
。

　
イ
、
中
門
を
東
西
よ
り
交
互
に
、
爾
滞
日
こ
も
に
通
御
に
な
る
。

　
ウ
、
爾
度
ミ
も
に
、
中
門
の
通
御
が
無
い
。

以
上
の
中
、
「
ア
」
は
貞
享
の
大
嘗
會
私
記
に
傳
ふ
る
こ
こ

ろ
で
、
悠
紀
殿
に
は
彼
の
伏
見
院
御
記
等
の
記
述
の
如
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
う

西
門
（
西
面
南
鳥
居
）
の
蓮
御
に
よ
ら
れ
た
や
う
で
あ
る
力

主
旨
殿
に
は
争
乱
が
無
い
。
蓋
し
こ
れ
は
圭
基
殿
に
も
悠

紀
殿
同
様
に
、
西
方
よ
り
南
階
に
進
御
に
な
る
べ
き
も
の



ご
せ
ら
れ
た
爲
め
で
あ
ら
う
。
但
し
貞
享
頃
ご
お
も
は
る

、
与
る
假
名
記
に
、

（
ア
）

悠
劇
殿

一
」
T
一
．

一
⊥

懲
知
激

　
む
　
む
む
　
む
　
　
　
り
　
　
　
ひ
　
む
ひ

　
主
基
の
殿
の
東
南
を
へ
て
南
め
ん
西
の
ま
の
ミ
ば
り
ょ
り
入
御

ご
あ
る
の
は
、
注
意
す
べ
き
こ
ご
で
、
こ
れ
に
よ
る
ご
主

　
　
仁
蔚
「

　
　
　
　
　
二

君
慮
じ

⊥
下

晒　　⑭一一一一齢

（わ

plk一一一一

i
　
　
　
コ

主
茎
殿

一一一一
狽

「
　
言
“
比
」
　
鴨
殉
一
＝
一
」

　　

@　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
リ

大
嘗
宮
に
い
た
り
て
北
門
を
激
て
南
遇
し
て
小
門
を
東
面
し
て

入
（
以
上
悠
紀
殿
の
儀
）
。
中
略
出
御
の
儀
は
じ
め
（
悠
紀
）
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む

ε
し
た
“
し
北
門
を
写
せ
給
ひ
後
い
さ
遥
か
西
に
お
れ
て
南
行

　
第
十
三
谷
　
　
雑
纂
　
　
大
嘗
営
の
串
垣
に
就
て
　
．
　
　
，

c｝一一一一一一一一一一一一一一一一一

項

「
唱
周
囲

」
T

「
1
減
』

憲
価
殿

ニー

（ウ）

T
i
・
一
⊥

鼻
碁
殿

ー
ー
諏

　
　
L
r

　　

@F
?
］

li　L
L，一一＝

墓
殿
へ
は
、
同
時
の
束
よ
り
西
へ
廻
っ
て
進
御
に
な
っ
た

こ
ご
に
な
る
。
こ
れ
に
は
或
は
下
に
引
く
天
仁
記
の
東
方

御
経
過
の
記
事
が
影
響
し
て
を
る
の
で
あ
ら
う
。
次
に

第
三
號

五
七
　
（
三
九
九
）



　
　
　
第
十
三
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
大
嘗
寓
の
中
垣
に
就
て
　
酔

「
イ
」
は
所
謂
結
ん
で
通
御
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
近
世
の

大
部
分
の
御
例
で
あ
る
。
大
正
度
も
こ
の
御
滋
筋
で
あ
っ

た
こ
舞
聞
す
る
。
但
し
明
和
元
年
、
同
八
年
疫
な
ざ
の
次

第
書
に
r

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　

　
從
寡
大
嘗
宮
北
門
並
悠
紀
殿
西
一
入
レ
自
譜
南
面
戸
襯

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　

　
経
天
盛
宮
北
門
並
虫
基
殿
束
凹
入
レ
巽
南
面
戸

ご
あ
る
の
は
、
　
一
見
次
の
「
ウ
」
の
御
道
筋
の
如
く
思
は
れ
”

る
が
、
實
は
そ
の
間
に
申
門
を
交
互
に
蓮
御
に
な
っ
て
を

る
こ
ご
は
、
多
く
の
李
面
圖
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
次
に

「
ウ
」
の
御
道
筋
は
、
悠
紀
に
は
悠
紀
院
の
み
、
主
基
に
は

主
基
院
の
み
を
遍
御
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
中
垣
の
門
は

全
く
不
用
の
姿
で
あ
る
。
明
治
度
が
そ
れ
で
あ
っ
π
や
う

で
あ
る
。

　
以
上
の
数
襟
を
生
じ
た
の
は
何
故
か
、
こ
れ
は
要
す
る

に
中
垣
の
門
の
通
御
こ
い
ふ
こ
ご
．
が
、
重
要
な
る
理
由
ε

な
る
の
で
あ
ら
う
。
こ
れ
に
就
い
て
は
、
古
の
貞
槻
の
制

は
如
何
で
あ
っ
た
か
、
何
赦
に
そ
の
中
垣
を
三
行
こ
せ
ら

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
　
廉
恥
　
へ
四
〇
〇
）

れ
た
か
を
考
へ
て
見
る
必
要
が
あ
る
ご
思
ふ
〇

　
　
　
　
四

　
抑
も
大
嘗
宮
の
悠
紀
舘
岩
右
筆
は
、
夕
の
御
食
曉
の
御

食
の
御
殿
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
各
別
の
帥
を
祭
祀
し
給
う

の
で
は
無
く
、
同
一
の
祭
帥
に
夕
御
食
曉
御
食
を
獄
り
、

且
つ
親
し
く
天
皇
の
夕
御
食
騰
御
食
を
聞
食
す
の
で
あ
る

こ
ご
は
云
ふ
ま
で
も
無
い
Q
即
大
嘗
祭
こ
そ
の
性
質
を
一

に
す
る
新
嘗
祭
は
、
同
一
の
憩
嘉
殿
に
於
い
て
、
同
じ
く
夕

霞
の
御
食
の
支
度
の
御
親
祭
を
行
は
せ
ら
れ
｝
高
古
へ
新

嘗
祭
ご
土
ハ
に
、
重
’
要
な
る
御
…
親
祭
で
・
の
っ
た
ぬ
ハ
日
μ
十
二
門
月

の
紳
今
食
の
御
亀
も
、
薄
霧
嘉
瑞
に
於
て
同
機
そ
の
儀
を

行
は
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
憩
宮
は
勿
論
、
そ
の
他
の
．
榊

肚
に
も
，
朝
夕
の
御
鰻
を
獄
る
例
は
少
く
な
い
。

　
か
く
酒
殿
の
儀
は
同
一
の
差
脚
に
樹
す
る
の
で
あ
る
の

に
、
之
を
別
殿
ε
せ
ら
れ
た
の
は
．
す
べ
て
こ
の
大
嘗
祭

は
、
岩
内
最
大
の
祭
灘
で
あ
る
が
故
に
、
た
い
こ
の
嘗
殿

の
み
で
は
無
く
、
祭
儀
の
主
要
な
こ
ご
に
就
い
て
は
、
　
一



度
用
み
だ
も
の
は
二
、
度
用
ゐ
ら
れ
な
い
こ
ご
、
な
っ
て
を

る
。
即
御
祭
儀
の
最
も
重
要
な
る
御
飯
御
液
の
料
ご
な
る

べ
き
御
匙
を
、
各
別
の
地
方
に
供
製
せ
し
め
ら
る
、
事
も

そ
れ
で
あ
る
。
尤
も
こ
れ
に
は
附
帯
の
理
由
も
俘
う
や
う

で
あ
る
が
、
同
一
の
田
に
於
い
て
作
っ
た
も
の
を
爾
儀
に

用
ゐ
ら
れ
な
い
こ
と
が
、
根
本
義
で
あ
る
ご
窺
は
れ
る
Q

天
武
天
皇
の
時
に
は
、
新
嘗
祭
に
も
齋
田
を
爾
國
に
定
め

ら
れ
淀
こ
ε
が
見
え
て
を
る
。
併
し
こ
れ
は
懸
り
に
大
幅

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
御
大
嘗
祭
の
み
こ
な
っ
た
の
で
あ
ら

う
。
又
御
親
祭
に
於
け
る
御
福
帥
御
倉
服
も
廻
雲
斗
に
二

具
備
へ
ら
れ
、
夕
の
は
暁
に
用
ゐ
ら
れ
な
い
こ
ご
、
な
っ

て
を
る
。
丘
念
単
記
に
次
著
二
面
｛
齋
服
二
今
度
叉
供
也
ご
あ
り
、

ま
た
件
祭
服
嶢
夕
常
磐
一
具
也
ビ
あ
っ
て
、
古
來
の
御
出

で
あ
る
。
な
ほ
樽
栓
殿
の
小
忌
の
御
湯
に
供
せ
ら
れ
る
釜

殿
の
御
釜
の
如
き
も
、
即
言
仁
安
三
年
の
條
に

　
立
・
釜
殿
房
零
墨
；
雛
耳
癖
簾
鞠

ご
あ
っ
て
、
か
、
る
用
具
を
も
之
を
別
た
れ
て
を
る
の
で

　
　
　
第
十
三
巻
　
　
維
　
纂
　
　
た
樽
宮
の
中
垣
に
就
て

あ
っ
た
。
以
上
の
薮
例
に
よ
っ
て
も
、
祭
祀
の
度
毎
に
御

殿
を
改
め
ら
る
、
精
帥
を
察
す
る
こ
ご
が
出
來
る
。

　
か
く
正
殿
を
別
に
せ
ら
る
＼
の
み
な
ら
す
、
上
述
の
如

く
之
に
樹
饗
す
る
膳
屋
、
盛
膳
所
、
紳
三
聖
棚
、
臼
殿
も

亦
各
別
に
造
管
せ
ら
れ
、
更
に
そ
の
逼
域
を
も
二
分
し
、

各
柴
垣
を
緯
ら
し
て
こ
れ
を
爾
院
ご
せ
ら
れ
た
Q
然
る
に

中
垣
は
中
央
一
行
に
て
も
南
院
の
2
4
を
立
て
得
る
に
，
何

放
に
三
重
こ
せ
ら
れ
た
か
ご
云
へ
ば
、
貞
槻
の
制
は
、
膳

屋
及
附
属
の
建
物
を
北
方
に
置
き
、
南
方
の
正
殿
ご
匿
劃

す
る
爲
め
に
、
其
問
に
東
西
横
断
の
中
垣
を
設
け
ら
れ
た

そ
こ
で
そ
の
爾
匪
の
通
路
傍
聴
門
よ
り
進
御
の
御
通
路
の

忌
め
に
、
中
垣
の
東
西
に
野
心
丈
五
尺
を
距
て
＼
副
垣
を

設
け
、
こ
の
南
北
（
儀
式
に
南
北
黒
総
と
あ
る
が
、
南
北

の
垣
か
ら
は
、
各
三
丈
距
つ
た
気
概
で
あ
る
ご
注
し
て
を

る
。
）
に
二
小
…
門
を
開
き
、
淋
撰
行
立
は
こ
の
こ
小
門
を
経

過
す
る
こ
ご
、
し
、
廻
立
殿
よ
り
の
進
御
に
は
北
門
を
入

り
、

策
三
號

五
九
　
（
四
Q
一
）
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圖
示
の
如
く
、
各
爾
垣
の
南
方
の
小
門
を
経
過
し

て
、
悠
紀
生
基
爾
殿
に
到
り
給
ふ
も
の
ご
考
へ
ら

れ
る
。
天
仁
記
に

　
丑
剋
御
主
基
二
一
作
法
同
レ
上
但
経
天
嘗
宮
東
方
一
入
レ
自

　
レ
南
。
御
厨
狂
江
南
一
故
也
。

ご
あ
る
の
は
、
主
基
殿
は
す
べ
て
悠
紀
殿
ざ
同
規

の
御
殿
で
あ
る
か
ら
、
先
づ
殿
の
西
方
へ
廻
う
、

更
に
束
に
向
っ
て
南
階
に
進
み
給
ふ
べ
き
な
れ
ご

御
厨
殿
の
爲
、
東
側
よ
り
西
へ
向
は
れ
た
こ
の
意

昧
を
述
べ
た
の
で
あ
ら
う
○
こ
れ
で
御
道
筋
は
左

右
相
灘
こ
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
天
仁
記
に
よ

れ
ば
、
當
時
申
垣
の
南
小
門
は
精
北
に
碕
っ
て
を

る
や
う
で
あ
る
。

　
　
　
五

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
悠
紀
主
基
の
爾
院
を
劃
す
べ

き
中
央
の
中
垣
に
は
聯
門
無
く
（
南
端
の
屏
簾
よ

り
一
三
を
距
る
庭
に
若
干
の
道
を
通
じ
て
あ
る
が



紳
門
は
無
い
の
で
あ
る
）
以
て
儀
式
に
謂
は
ゆ
る
、
中
鶉
分

之
｝
東
爲
買
悠
紀
院
一
西
震
圭
墓
院
」
の
意
義
を
明
に
し
、
（
古

へ
爾
院
を
爾
齋
國
が
分
憺
し
て
造
螢
し
た
時
に
は
、
こ
の

中
央
の
ヰ
垣
十
丈
は
、
爾
國
が
中
発
し
て
之
を
造
っ
た
の

で
あ
る
）
そ
の
内
側
の
副
垣
に
門
を
設
け
て
、
悠
紀
殿
に

進
御
の
際
に
主
基
院
の
地
を
経
給
は
す
、
主
基
殿
に
も
亦

悠
紀
院
を
経
給
ふ
こ
ビ
無
く
、
以
て
爾
院
涯
分
の
主
旨
帥

一
度
用
み
た
も
の
は
二
度
用
ゐ
ら
れ
な
い
本
義
を
徹
底
せ

ら
れ
た
も
の
ご
霧
に
考
へ
る
の
で
あ
る
。

　
貞
享
以
來
は
何
分
宮
地
の
狡
隙
な
る
爲
、
大
膿
に
於
て

爾
…
殿
本
位
で
あ
っ
て
、
爾
…
院
本
倣
だ
る
こ
ご
能
は
な
か
っ

た
や
う
で
あ
る
。
吾
人
は
こ
、
に
こ
の
中
垣
に
就
い
て
も

古
の
制
式
の
極
め
て
意
義
深
く
、
周
劃
な
る
注
意
を
沸
は

れ
て
を
つ
だ
こ
ε
を
念
・
ユ
の
で
あ
る
。

第
十
三
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
穴
誉
宮
の
Φ
壇
に
就
て

第
三
鷺
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